
個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 １１０番通報の受理に関するファイル

２ 行政機関等の名称 三重県警察本部長

３ 個人情報ファイルが利用に供される 地域部通信指令課

事務をつかさどる組織の名称

４ 個人情報ファイルの利用目的 迅速かつ的確な初動警察活動を行うため

５ 記録項目 １受理日、２受理番号、３受理件名、４管轄、５処理件名、

 ６発生場所、７通報場所、８通報者(1)氏名(2)年齢(3)関係

 性(4)住所、９通報電話番号、10聴取電話番号、11受理内容、

 12処理内容、13処理結果、14発生時間、15本部受理時間、16

 指令時間、17本部指令担当者、18出動車両、19現着時間、20

所要時間、21署(隊)受理者、22処理結果扱者、23緊急配備、

24緊配番号、25備考

６ 記録範囲 １１０番通報の通報者・関係者、受理者・指令者及び対応者

７ 記録情報の収集方法 １１０番通報の受理者又は対応者による聴取

 ８ 要配慮個人情報が含まれるときは、 含む

その旨

９ 記録情報の経常的提供先 ―

 10 開示請求等を受理する組織の名称及 （名称）　三重県警察本部地域部通信指令課

び所在地 （所在地）津市栄町一丁目１００番地

 11 訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による ―

特別の手続等

12 個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第2項第1号   

   （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

  令第21条第7項に該当するファイル 　（マニュアル処理

  □　有　　　☑　無     ファイル）

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募 非該当

集をする個人情報ファイルである旨

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受 ―

ける組織の名称及び所在地

  15 行政機関等匿名加工情報の概要 ―

 16 作成された行政機関等匿名加工情報 ―

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

 17 作成された行政機関等匿名加工情報 ―

に関する提案をすることができる期

間

  18 備考 13　非該当理由

 　「情報システムの仕様上、電磁的記録としての出力が不可

能であるもの」、かつ、「情報公開請求があったとしたなら

ば部分開示をすることは可能ではあるが、加工できる箇所が

一の情報項目の内容に限られる等極めて限定的であり、かつ、

情報公開請求した場合に、当該情報項目の内容が開示される

ため、情報公開請求すれば足り、行政機関等匿名加工情報の

提案募集を行う実質的意義がなく、提案の募集対象とするこ

とで非効率な行政運営となるもの」


